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 連合寄付講座とは？
　学生たちに労働組合の役割や働くことの意義などを伝えることを目的とした、教育文
化協会（連合の関連団体）が行う労働教育事業のことです。毎年、生保労連からも積極
的に講師を派遣しています。連合寄付講座では、テーマに沿って生保労連・各組合の取
組み等について紹介するほか、生保産業や営業職員の役割や生活設計の重要性等を伝
えています。

 受講した学生からの感想
【生保産業の役割について】
●  生命保険の仕組みが「相互扶助」によるものであり、
社会的役割の大きい産業だと感じた。

●   「生命保険」は、商品に実体が無いことから、お客さ

まのニーズを喚起する必要があり、そこに営業職の醍醐味や活躍の場が広がっている
と感じた。

【ワーク・ライフ・バランスについて】
●  ワーク・ライフ・バランスの実現には、労働時間の実態把握、年次有給休暇の取得促進、
業務削減や効率化への取組み等が必要であるが、重要なのは労使一体で進めることで
あると感じた。

●  働きがいや生きがいを持つためには、ワーク・ライフ・バランスが重要であり、こうした
動きが進むことは、少子高齢化対策、女性の社会進出といったプラスの面が多いこと
を知った。

【ジェンダー平等の推進について】
●  性別を問わず能力開発やキャリア形成ができる環境整備や各種ハラスメント対策を強
化していることは、ジェンダー平等に近づく大きな一歩だと感じた。
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小山書記長が学生
たちに講義

　生保労連では、これから社会に出る若い世代に、労働組合の役割や働くことの意義などを伝えることを目的とした「連合寄付講座」等へ講師を派遣し
ています。10月27日（火）には法政大学、11月12日（木）には國學院大學の学生のみなさんを対象に、小山書記長が講義を行いました。
　両日とも、新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインで授業を行い、生保産業の仕事や働き方を紹介するとともに、ワーク・ライフ・バランス
の実現、ジェンダー平等の推進など、より良い職場づくりに向けた取組みについて分かりやすく説明しました。

生保産業の仕事・働き方について熱い授業を展開！

　生保産業では、テレワークを活用した働き方が浸透しつつあります。生保労連は、11月17日にワーク・ライフ・バランス推進担当者会議を開催し、早稲田大学・商学学術院教授の小倉一
哉氏から「これからのテレワーク」をテーマにご講演をいただくとともに、ご参加いただいた各組合の担当者のみなさんと「テレワークの現状と課題認識」について情報交換を行いました。
　今号では、小倉教授の講演内容を紹介しつつ、テレワークを活用した働き方の今後の展望についてみなさんと考えたいと思います。

テレワークを働き方のオプションの一つに
　世間一般では、コロナ禍の影響により在宅勤務を
はじめとしたテレワークが急速に普及したものの、緊
急事態宣言が解除された5月末以降、通常の勤務体
制に戻す企業も増えているといわれます。
　しかし、大規模災害やパンデミックが再び発生した
際にも対応できるよう、「コロナ禍以降もテレワーク
を働き方のオプションの一つとして位置づけ、テレ
ワークと出勤のハイブリッドな働き方をめざすべき」
と小倉教授は提言します。

利用にあたっては労働時間や安全衛生に留意が必要
　テレワークの大きなメリットの一つは、通勤に伴う負担の軽減です。在宅勤務の場合、子
育てや介護、治療などとの両立もはかりやすくなり、多様な人材の活躍にもつながります。
　その一方で、小倉教授は、「作業環境が整備されていなかったり、所定の場所以外で作業
すると労働災害が認められなかったりするケースがあることや、集中して作業しやすい反面、
隠れ残業や心身の健康被害が生じやすいことには十分留意すべき」と指摘します。テレワー

クをする場合でも、職場と同様に、労働時間に関するルールや安全衛生を徹底することが重
要です。

テレワークでできる仕事の「切り出し」が重要
　現状では、機密情報を取り扱う業務など、テレワークが難しい仕事も多くありますが、テレ
ワークの活用促進を今後一層はかるためには、「週に1日だけでもテレワークでできる仕事が
ないか、仕事の『切り出し』をすることが重要」と小倉教授は指摘します。「仕事の『切り出し』、
即ちテレワークでできる仕事を『見える化』することで、それぞれが抱える業務量や進捗状況
が明確になり、公正な人事評価や生産性向上にもつながるのではないか」と展望します。
　小倉教授からは、「テレワークの課題解決や活用促進に向け、会社と組合員の間に立って
役割発揮してもらいたい」と、労働組合へのエールもいただきました。わたしたち生保労連
としても、組合員のみなさんの声を踏まえつつ、各組合とともにテレワークのより良い運用
に努めていきたいと思います。

制度の活用促進や適正な運用に向け テレワークでできる仕事の「見える化」を
ワーク・ライフ・バランス推進担当者会議

～テレワークを活用した働き方の今後の展望～　

　生保労連は今年度、全組合が取り組む統一共闘課題として「社会環境の変化に対応した働き
方の実現に向けた取組みの推進」を掲げ、コロナ禍の中でテレワークなどの働き方の変革に取り
組まれている組合員のみなさんを後押ししていきたいと考えています。
　ご意見・ご要望などがありましたらぜひお寄せください。

長期化する職業生活に適切に対応するにはどうすればよいか？　

ワークとライフの「いずれか」ではなく「双方」の充実を
　人生100年時代をより豊か
に過ごすためには、ワークとラ
イフの「いずれか」ではなく、
ワークとライフ「双方」の充実
をはかることが重要であり、そ
れこそが真の意味でのワーク・
ライフ・バランスといえるので
はないでしょうか。

ワークとライフ双方の充実をはかるための環境整備を
　それでは、その実現に向けては、どのようなことが求められるのでしょう。
　ワークとライフ双方の充実をはかるためには、「①創造性を発揮できる職業生活」と「②充実し
た家庭生活・地域活動」を長期にわたり支える制度・ルールの整備が必要です。具体的には、前号
で取り上げた主体的なキャリア形成に対する支援に加え、上記①②を支える総労働時間の短縮、
仕事・キャリアと育児・介護などの両立支援、健康で安心して働ける環境整備などに、労使で一層
取り組む必要があります。
　たとえば子育て支援などの両立支援策については、女性の就業継続には功を奏したものの、
女性のキャリア形成には必ずしもつながっていない面もあることから、誰もが仕事上の責任や家
庭・地域での責任を分かち合うようにしていくことも求められています。

働き方を柔軟に選択できる制度の整備・活用促進を
　長期にわたり充実した職業生活や家庭生活を送るためには、それぞれの価値観・ニーズやライ
フイベント・ライフスタイルに合わせ、働き方を柔軟に選択できることも重要なポイントです。具
体的には、職種転換制度やフレックスタイム制度、テレワーク制度など、従業員のニーズや置か
れた状況に応じて、仕事内容や働く時間、働く場所などを柔軟に選択できる制度の整備に一層取
り組む必要があります。
　また、こうした制度が十分に活用されるためには、職種や働き方に関わらず公平・公正に評価
される人事制度の構築や、制度活用を可能とする労務管理の徹底、管理職による制度周知、職場
の理解醸成などにもあわせて取り組むことが重要です。

「ワーク」と「ライフ」双方の充実をはかるにはどうすればよいか？
～長期にわたり充実した職業生活・家庭生活を送るために～
前号に続き「人生100年時代における『働き方』」を取り上げます。今号では、「ワーク」と「ライフ」双方の充実について、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。

人生100年時代における「くらし」「地域」「働き方」について考える
第4回テーマ「働き方」その2

■ 「バランス」から「ワークとライフ双方の充実」へ

■ 働き方を柔軟に選択できる制度と活用促進策

次回も、引き続き人生100年時代における「働き方」について考えます。




